
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

（
会

計

課
）

一

告

示

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

�
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
障
害
福
祉
課
）

二

�
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（

〃

）

�
救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
の
認
定

（
医
務
国
保
課
）

�
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
の
位
置
指
定

（
建

築

課
）

三

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

（
県
民
参
画
課
）

四

�
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
土
壌
汚
染
対
策
計

画
の
策
定

（
環
境
管
理
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

五

�
土
地
改
良
事
業
の
同
意
（
三
件
）

（

〃

）

�
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

（

〃

）

六

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出

（

〃

）

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
六
十
六
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
百
八
十
四
条
第
八
号
、
第
十
一
号
又
は
第
十
二
号
」
を
「
第
百
八
十
四
条
第

十
二
号
、
第
十
五
号
又
は
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
八
十
四
条
第
十
一
号
又
は
第
十

二
号
」
を
「
第
百
八
十
四
条
第
十
五
号
又
は
第
十
六
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
等
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第４５号

平 成１７年

６月１０日（金曜日）

変
更
年
月
日

事
業
所
（
施
設
）
の
名
称

及

び

所

在

地

事
業
者
（
開
設
者
）
の

名
称
及
び
主
た
る
事
務

所

の

所

在

地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

変

更

前

変

更

後

平
成
一
五
、
四
、

一

大
川
老
人
ホ
ー

ム
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

さ
ぬ
き
市
大
川

町
田
面
三
六
〇

番
地

さ
ざ
ん
か
荘
特

別
養
護
老
人
ホ

ー
ム

さ
ぬ
き
市
大
川

町
田
面
三
六
〇

番
地

大
川
広
域
行
政
組
合

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田

九
三
〇
番
地
の
二

短
期
入
所
生
活

介
護

介
護
老
人
福
祉

施
設

規

則

告

示

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
十
日

（
第
九
二
四
二
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急

病
院
又
は
救
急
診
療
所
と
し
て
次
の
医
療
機
関
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
一
二
五
一

二
二

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

ネ
ム
の
木
園

丸
亀
市
川
西
町
南
二

五
八
―
一

株
式
会
社
プ
ラ
ン
ナ

ー丸
亀
市
川
西
町
南
二

五
八
―
一

平
成
十
七
年

六
月
一
日

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

ス

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
二

〇
〇
〇
二
七
一

四
九

上
高
瀬
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
蘭

三
豊
郡
高
瀬
町
上
高

瀬
三
五
二
八
―
一

社
会
福
祉
法
人
鵜
足

津
福
祉
会

綾
歌
郡
宇
多
津
町
五

番
丁
五
三
番
地
五
十

一

平
成
十
七
年

六
月
一
日

知
的
障
害
者
地
域

生
活
援
助

認
定
番
号

認
定
の
有
効
期
間

医

療

機

関

名

所

在

地

一
七
―
四
七

平
成
十
七
年
五
月

十
四
日
か
ら

医
療
法
人
社
団
啓
友
会
久
米
川

病
院

高
松
市
新
田
町
甲
四
七
四
―

三

一
七
―
四
八

平
成
二
十
年
五
月

十
三
日
ま
で

医
療
法
人
社
団
研
宣
会
広
瀬
病

院

高
松
市
松
縄
町
三
五
―
三

一
七
―
四
九

医
療
法
人
社
団
高
畠
医
院

高
松
市
木
太
町
一
九
八
六

一
七
―
五
〇

医
療
法
人
社
団
慈
愛
会
阿
部
内

科
眼
科
医
院

木
田
郡
牟
礼
町
牟
礼
一
〇
〇

六
―
三

一
七
―
五
一

医
療
法
人
社
団
圭
良
会
永
生
病

院

仲
多
度
郡
仲
南
町
十
郷
二
二

一
―
三

一
七
―
五
二

医
療
法
人
社
団
赤
心
会
赤
沢
病

院

坂
出
市
府
中
町
三
二
五

一
七
―
五
三

坂
出
聖
マ
ル
チ
ン
病
院

坂
出
市
谷
町
一
―
四
―
一
三

一
七
―
五
四

医
療
法
人
社
団
た
け
お
会
岩
佐

病
院

仲
多
度
郡
琴
平
町
榎
井
七
七

五

一
七
―
五
五

医
療
法
人
社
団
寿
愛
会
羽
崎
病

院

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
一
五

三
八
―
八

一
七
―
五
六

医
療
法
人
社
団
和
風
会
橋
本
病

院

三
豊
郡
山
本
町
財
田
西
九
〇

二
―
一

一
七
―
五
七

医
療
法
人
社
団
池
田
外
科
病
院

三
豊
郡
豊
中
町
笠
田
笠
岡
二

一
三
六

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
十
日

（
第
九
二
四
二
号
）

二



そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
六
月
十
日
か
ら
同
年
七
月

一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

善
通
寺
大
野
原
線
（
二
十
四
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
六
月
十
日
か
ら
同
年
七
月

一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

観
音
寺
善
通
寺
線
（
四
十
九
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
六
月
十
日
か
ら
同
年
七
月

一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

八
栗
牟
礼
線
（
百
四
十
六
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

善
通
寺
市
善
通
寺
町
字
長
尾
端
一
九
一

九
番
一
地
先
か
ら

善
通
寺
市
善
通
寺
町
字
長
尾
端
一
九
二

六
番
一
地
先
ま
で

前

九
・
八

〜
三
五
・
〇

六
五

自
転
車
歩
行

者
道
新
設
に

伴
う
現
道
拡

幅

後

九
・
八

〜
四
〇
・
二

六
五

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

善
通
寺
市
善
通
寺
町
字
兼
谷
一
五
二
二

番
一
地
先
か
ら

善
通
寺
市
善
通
寺
町
字
長
尾
端
一
九
一

九
番
二
地
先
ま
で

前

五
・
〇

〜
二
三
・
二

六
八
四

自
転
車
歩
行

者
道
新
設
に

伴
う
現
道
拡

幅

後

一
一
・
〇

〜
三
三
・
〇

六
八
四

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
三
一
三
八
番

一
〇
地
先
か
ら

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
三
一
一
二
番

九
地
先
ま
で

前

五
・
三

〜八
・
五

一
六
〇

道
路
改
修
工

事
に
伴
う
現

道
拡
幅

後

六
・
〇

〜
一
一
・
八

一
六
〇

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
十
日

（
第
九
二
四
二
号
）

三



平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

中
土
指
道

第
二
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
二
十
五
日

三

指
定
道
路
の
位
置

丸
亀
市
土
器
町
東
七
丁
目
八
九
―
二
、
一
〇
〇
―
二
、
一
〇
一
―
二
、
一
〇
二

―
四
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
〜
六
・
四
八
メ
ー
ト
ル

延
長

六
四
・
三
七
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
七
月
二
十
七
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ハ
イ
・
フ
ォ
ロ
ー
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

吉
久

勝
一

高
松
市
新
田
町
乙
八
番
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
在
宅
で
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
、
障
害
者
そ
の
他
支
援
を
必
要
と
す
る
人
々
に
対
し

て
、
地
域
に
根
ざ
し
、
ま
ご
こ
ろ
の
こ
も
っ
た
助
け
合
い
及
び
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
居
宅
介
護
支
援
事
業

を
行
い
、
す
べ
て
の
人
々
が
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
づ
く
り
と
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
一
号

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
土
壌
汚
染
対
策
計
画
（
以
下
「
対
策
計
画
」
と
い
う
。
）
を
平
成
十
七
年
六
月

八
日
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

対
策
計
画
の
名
称

高
松
市
新
開
西
公
園
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
土
壌
汚
染
対
策
計
画

二

事
業
の
実
施
地
域

１

汚
染
土
壌
の
掘
削
除
去
等

平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
百
二
十
九
号
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定
）
に
よ
り
告
示
し
た
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
土
壌
汚
染
対

策
地
域
の
全
域

２

汚
染
土
壌
の
処
理

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
番
地
一

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー
中
間
処
理
施
設

三

事
業
の
内
容

二
の
１
に
お
け
る
汚
染
土
壌
（
十
七
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
、
三
十
・
八
ト
ン
）
の
掘
削
除
去
を
行
っ

た
後
、
良
質
土
を
搬
入
し
整
地
す
る
。

ま
た
、
汚
染
土
壌
は
、
香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー
中
間
処
理
施
設
へ
運
搬
し
、
溶
融
処
理
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
汚
染
土
壌
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
熱
分
解
さ
せ
て
無
害
化
す
る
。

四

事
業
費
の
額

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
土
壌
汚
染
対
策
事
業
費

千
八
百
万
円

１

工
事
費

千
二
百
九
十
八
万
円

２

処
理
費

百
九
万
円

３

そ
の
他

公

告

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
十
日

（
第
九
二
四
二
号
）

四



三
百
九
十
三
万
円

五

事
業
の
実
施
者

高
松
市

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
主
体
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良

事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
五
月
六
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
五
月
九
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
牟
礼
町
が
土
地
改
良
事
業
（
団
体
営
た
め
池
等
整
備
事
業
真
奥
下

池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
五
月
六
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
多
津
町
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（

た
め
池
整
備
事
業
）
前
池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
五
月
六
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
町
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
五
月
九
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

事

業

主

体

土

地

改

良

事

業

名

中
代
西
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
中
代
西
地
区

荒
井
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
荒
井
地
区

行
時
二
号
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
行
時
二
号
地

区

行
時
三
号
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
行
時
三
号
地

区

西
村
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
西
村
地
区

塩
屋
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
塩
屋
地
区

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

木
田
郡
庵
治
町
土
地

改
良
区

香
川
用
水
非
受
益
地
域
用
水
確
保
事
業
新
池
一
号
地
区

〃

香
川
用
水
非
受
益
地
域
用
水
確
保
事
業
素
源
谷
上
池
地
区

〃

香
川
用
水
非
受
益
地
域
用
水
確
保
事
業
奥
池
下
池
地
区

町

名

土

地

改

良

事

業

名

国
分
寺
町

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
神
崎
池
一
号
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
神
崎
池
二
号
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
新
居
大
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
新
居
新
池
一
号
地
区

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
十
日

（
第
九
二
四
二
号
）

五



●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
仲
南
町
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
七
年
五
月
六
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
仲
南
町

土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
六
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

増
田

稔

仲
多
度
郡
仲
南
町
大
字
塩
入
一
〇
九
番
地
一

平
成
一
七
、
三
、
三
一

〃

和
泉

幸
男

〃

〃

〃

一
三
番
地

〃

〃

近
石

久
信

〃

〃

大
字
七
箇
八
五
九
番
地
一

〃

〃

橋
田

厚

〃

〃

〃

二
三
五
番
地

〃

〃

古
林

正
文

〃

〃

〃

二
一
〇
三
番
地
四

〃

〃

堀
家

繁
信

〃

〃

〃

三
〇
五
四
番
地

〃

〃

宮
井

�

〃

〃

〃

二
九
四
九
番
地

〃

〃

小
山

保
則

〃

〃

大
字
十
郷
字
帆
山
一
二
九
番
地
二

〃

〃

末
久

正

〃

〃

〃

字
後
山
四
〇
九
番
地
一

〃

〃

山
内

彪

〃

〃

〃

字
大
口
七
七
〇
番
地

〃

〃

千
葉

宗
和

〃

〃

〃

字
新
目
一
六
五
番
地
一

〃

〃

窪

忠

〃

〃

〃

字
山
脇
七
四
五
番
地
二
四
〃

〃

篠
�

岩
夫

〃

〃

〃

字
追
上
一
〇
一
番
地

〃

〃

西
井

春
雄

〃

〃

〃

字
宮
田
六
七
二
番
地
一

〃

〃

白
川

政
幸

〃

〃

大
字
佐
文
八
九
八
番
地

〃

〃

香
川

昌
美

〃

〃

大
字
十
郷
字
買
田
一
〇
五
番
地

〃

〃

森
本

欽
之

〃

〃

〃

字
生
間
一
〇
八
番
地

〃

監

事

林

武
彦

〃

〃

大
字
七
箇
一
五
五
〇
番
地
一

〃

〃

上
村

幸
男

〃

〃

大
字
十
郷
字
追
上
二
〇
七
番
地
二

〃

〃

大
西

宣
夫

〃

〃

〃

字
買
田
四
四
五
番
地

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

今
田

和
夫

仲
多
度
郡
仲
南
町
大
字
塩
入
五
五
八
番
地
二

平
成
一
七
、
四
、
一

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
橘
池
一
号
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
橘
池
二
号
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
橘
池
三
号
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
橘
池
四
号
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
新
居
皿
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
国
分
新
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
裏
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
福
乗
寺
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
万
福
寺
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
神
崎
池
三
号
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
橘
池
五
号
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
新
居
新
池
二
号
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
関
ノ
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
籠
池
地
区

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
十
日

（
第
九
二
四
二
号
）

六



〃

川
原

正
幸

〃

〃

大
字
七
箇
一
三
九
九
番
地

〃

〃

近
石

久
信

〃

〃

〃

八
五
九
番
地
一

〃

〃

山
下

保
清

〃

〃

〃

六
二
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